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別紙２ 

「三世代同居対応住宅」の要件について 

 

子育てしやすい環境整備を図るため、以下の条件を満たす三世代同居など複数世帯の同居に対応し

た新築住宅について補助額を加算します。 

（ゼロエネの改修については、新設により要件を満たした場合のみを対象とします。） 

 

○調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか２つ以上を住宅内に複数箇所設置することとします。 

 ※上記のうちいずれか 2つ以上を複数箇所設置している場合であっても、間取り等について補足説 

明を求め、三世代同居対応住宅と認められない場合もあります。 

 

○対象とする設備等については、原則として以下の通りとするほか、地域型住宅グリーン化事業実施

支援室ウエブサイトに記載がある場合は、その取扱いに従ってください。 

また、以下に該当しないもので対象となりそうなものは個別に実施支援室までお問い合わせ下さい。 

 （１）調理室 

      調理室については、以下の①～③をいずれも設置していることとします。 

   ①給排水設備と接続されたキッチン用水栓及びキッチン用シンク 

※洗面器・手洗い器は、キッチン用シンクとは判断しません。  

②コンロ又は IHクッキングヒーター（ガス栓か IHクッキングヒーター専用の電気コンセントが設

けられた設置スペースでも可） 

③キッチン用の換気設備 

 （２）浴室 

給排水設備及び給湯器に接続された浴槽又はシャワーがあり、防水の措置がされていることと

します。 

 （３）便所 

大便器があることとします。なお、小便器が併設されていてもかまいませんが、小便器のみでは

要件を満たしません。 

 （４）玄関 

玄関扉と室内土間（土足の着脱スペース及び収納を有し、それぞれの土間の面積が概ね同等

の場合に限る。）があることとします。なお、勝手口（調理室、車庫等に直接出入りするためのもの）

や外側から施錠できない出入口（窓等）は対象外となります。 
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※設備機器だけの写真ではなく、周りの状況（窓、扉など）を含めた写真としてください。

⼯　事　写　真　フ　ァ　イ　ル（三世代同居対応住宅の場合）
①例︓キッチン ②例︓キッチン

令和●年●⽉●⽇ 令和●年●⽉●⽇

④例︓トイレ

2Fキッチン

令和●年●⽉●⽇

令和●年●⽉●⽇
1階トイレ 2階トイレ

⑤例︓⽞関 ⑥例︓⽞関

1階⽞関 2階⽞関

2階ユニットバス

令和●年●⽉●⽇

1階ユニットバス

1Fキッチン

令和●年●⽉●⽇
③例︓トイレ

令和●年●⽉●⽇

⑦例︓ユニットバス ⑧例︓ユニットバス
令和●年●⽉●⽇

キッチンだけではなく

周辺（間取り、サッシ等）が

写るよう撮影

トイレだけではなく

周辺（間取り、サッシ等）が

写るよう撮影

ユニットバスだけではなく

周辺（間取り、サッシ等）が

写るよう撮影※脱衣場も併せて撮影

玄関だけではなく

周辺が（間取り等）写るよう撮影

※玄関ホール撮影必要

●キッチン用換気扇が必要（150㎥/h以上の換気量）

●コンロを撮影（ガス・IH/据え置きIHの場合は

コンセントも撮影）

●水槽・水栓のみなど明らかにキッチン

とみなされないものは不可

●コンロ等「設置スペース」は、

シンク上面と同程度の高さに固定された平らな面とする

●コンロ等が設置できないスペースは不可

●玄関ホールがある事

●玄関扉の幅：開き戸＝800㎜以上

：引違・片引き＝1600㎜以上

●玄関扉が複数でも、内部の土間

（又はホール）が同一の場合不可

●玄関室内土間は土足の着脱スペース及び収納を

有し、それぞれ土間の面積が同等の場合に限る

●道路からのアクセス困難な場合不可

●勝手口は不可

●家族のみが使用する出入口は「勝手口とする」

●外から施錠できない出入口は不可

外 内 外内

外
内外内

外内外内

●浴室が二つあっても、

脱衣室が同一の場合

は不可

●大便器があることとする。

なお、小便器が併設されていても

構いませんが、

小便器のみでは不可
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